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2024年９月 17日 

各位 

会 社 名  株式会社 Liberaware 

代表者名  代表取締役 閔 弘圭 

（コード番号：218A 東証グロース市場） 

問合せ先  取締役 CFO 内田 太郎 

（TEL 043-497-5740） 

 

資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分に関するお知らせ 

 

当社は、本日（2024 年９月 17 日）開催の取締役会において、下記のとおり、資本金及び資本準備金の額の

減少並びに剰余金の処分の件を決定し、2024年10月30日開催予定の第８回定時株主総会に付議することを決

議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

１． 目的 

 今後の機動的かつ柔軟な資本政策の実施を可能とすること、及び更なる財務体質の健全化を図り効率的な経

営を推進するため、会社法第 447条第１項及び会社法第 448条第１項の規定に基づき、資本金及び資本準備金

を減少し、これらをその他資本剰余金に振り替えるとともに、会社法第 452条の規定に基づき、増加後のその

他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えたいと存じます。なお、本件により発行済株式総数に変更はなく、

株主の皆様の所有株式数に影響を与えるものではございません。また、当社の純資産額にも変更はなく、1 株

あたりの純資産額に変更が生じるものではございません。 

 

２． 内容 

（１） 資本金の額の減少の内容 

① 減少する資本金の額 

資本金の額 462,420,000 円を 452,420,000 円減少し、減少後の資本金の額を 10,000,000 円といたしま

す。なお、当社が発行しているストック・オプション（新株予約権）が、減資の効力発生日までに行使

された場合、資本金の額及び減少後の資本金の額が変動いたします。 

 

② 資本金の額の減少の方法 

発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金の額の全額をその他資本剰余金に振り替えることとい

たします。 

 

③ 資本金の額の減少が効力を生ずる日 

2024年 12月 16日を予定しております。 

 

（２） 資本準備金の額の減少の内容 

① 減少する資本準備金の額 

資本準備金の額 1,178,175,000円を 686,174,055円減少し、減少後の資本準備金の額を 492,000,945円

といたします。なお、当社が発行しているストック・オプション（新株予約権）が、減資の効力発生日

まで に行使された場合、資本準備金の額及び減少後の資本準備金の額が変動いたします。 

 

② 資本準備金の額の減少の方法 

発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本準備金の額の全額をその他資本剰余金に振り替えること

といたします。 

 



 - 2 - 

③ 資本準備金の額の減少が効力を生ずる日 

2024年 12月 16日を予定しております。 

 

（３） 剰余金の処分の内容 

下記のとおり、会社法第 452 条の規定に基づき、上記の資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生

を条件に、その他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えることで、欠損填補に充当いたします。これ

により、振替後の当社の繰越利益剰余金の額は０円となります。 

 

① 減少する剰余金の項目及びその額 

その他資本剰余金 1,138,594,055円 

 

② 増加する剰余金の項目及びその額 

繰越利益剰余金  1,138,594,055円 

 

③ 剰余金の処分が効力を生ずる日 

2024年 12月 16日を予定しております。 

 

３． 日程 

（１） 取締役会決議   2024年 ９月 17日 

（２） 株主総会決議  2024年 10月 30日（予定） 

（３） 債権者異議申述公示日 2024年 11月 ８日（予定） 

（４） 債権者異議申述最終期日 2024年 12月 ９日（予定） 

（５） 効力発生日  2024年 12月 16日（予定） 

 

４． 今後の見通し 

本件は、純資産の部の勘定科目間の振替処理であり、純資産の額に変動はなく、業績に与える影響は

ありません。 なお、本件は、2024年 10月 30日開催予定の定時株主総会において承認可決されること

を条件としております。 

 

以 上 


